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Ⅰ

選挙の
しくみ
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第1章

選挙のしくみ 制度の基本

ポイント s地方選挙には、次のような種類があります。

s指定都市とは、札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、相
模原、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、岡
山、広島、福岡、北九州、熊本の20都市です。

〔地方自治法２５２条の１９関係〕

s特別区とは、東京都の23区です。
〔地方自治法２８１条関係〕

選挙の種類

都道府県の知事選挙 都道府県議会の議員選挙

指定都市の市長選挙 指定都市議会の議員選挙

指定都市以外の市長選挙
指定都市以外の市議会の
議員選挙

特別区の区長選挙 特別区議会の議員選挙

町村長選挙 町村議会の議員選挙

選挙の種類
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制度の基本

ポイント s都道府県議会の議員選挙は、原則として、１つの市の区域、１つ
の市と隣接する町村を合わせた区域、隣接する町村を合わせた
区域を基本として条例で定めることとなります。なお、指定都
市の場合は、当該指定都市の区域を２以上の区域に分けた区域
（ただし、原則として、区の区域は分割しない）が基本となります。

〔公職選挙法１５条関係〕

s定数は、都道府県の条例により定められることとなります。
〔地方自治法９０条関係〕

ポイント s市・特別区議会の議員選挙は、原則として、市の全域・区の全
域が１つの選挙区となります。
ただし、指定都市の議会の議員選挙は行政区の区域が選挙区と
なります。

〔公職選挙法１５条関係〕

s定数は、市・特別区の条例により定められることとなります。
〔地方自治法９１条・２８３条関係〕

ポイント s町村議会の議員選挙は、原則として、町村の全域が１つの選挙
区となります。

〔公職選挙法１５条関係〕

s定数は、町村の条例により定められることとなります。
〔地方自治法９１条関係〕

選挙区の区割りと定数（都道府県）

選挙区の区割りと定数（市・特別区）

選挙区の区割りと定数（町村）
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Ⅱ

立候補
するまで
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政治活動と選挙運動の違い

第2章

立候補するまで 立候補前の活動

（ ）
一般的に政治活動と呼
ばれる活動の中には特
定の候補者を当選させ
るために行う選挙運動
に該当する活動も含ま
れる場合が多く見受け
られます。 （ ）

そこで、公職選挙法で
は、政治活動と選挙運
動を明確に区別するた
めに、政治活動を「政
治上の目的をもって行
われるすべての行為か
ら、選挙運動に該当す
る行為を除いた一切の
行為」としています。

したがって、政治活動のうち選挙運

動に該当する政治活動は、公職選挙

法では政治活動としてではなく、選

挙運動としての規制をうけることに

なります。
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禁止される主な行為

禁止されない主な行為

立候補前の活動

事前運動
立候補届出前の選挙運動をいい
ます。選挙運動とは、特定の選
挙において、特定の候補者を当
選させるために、直接または間
接に働きかける行為をいいます。

一定期間内のポスター掲示
選挙運動に該当しない政治活動で
も、選挙の前一定期間は公職の候
補者等の政治活動のために使用す
るポスターの掲示は禁止されていま
す。立札や看板についても、地方選
挙の種類に応じて制限されています。

政治活動
政治上の主義や施策を推進・支持
したり、公職の候補者を推薦・支
持することなどを目的として行う
活動のうち、選挙運動に当たらな
いものをいいます（一定期間内に掲
示する政治活動のためのポスター
などを除く）。

立候補準備行為
立候補予定者が選挙区内の人の
支持をあらかじめ調査する行為
（瀬踏行為）、政党の公認を求め
る行為、推薦会の開催行為など
をいいます。

選挙運動準備行為
選挙運動費用の調達、選挙運動
員の任務の割り振り、選挙事務
所や個人演説会場の借入れの内
交渉、看板の作成やポスターの
印刷などをいいます。

社交的行為
年賀や暑中見舞など、通常の時
期に通常の方法で行われる社交
的な行為をいいます（候補者が
選挙区内の人に挨拶状を出すこ
とは答礼のための自筆によるも
の以外は禁止されています）。
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ポイント s出納責任者とは、選挙運動の収支について、いっさいの責任と
権限を持つ人をいいます。候補者は、立候補届出をした後すぐ
に、出納責任者１名を選任して選挙管理委員会に届け出なけれ
ばなりません。出納責任者の選任届出をしないうちに、出納責
任者が寄附を受けたり支出をすることはできません。

s出納責任者を選任するには、次の４つの方法があります。
①候補者が自分で出納責任者となる
②候補者が他の人を出納責任者に選任する
③推薦届出者が候補者の承諾を得て、自分が出納責任者となる
④推薦届出者が候補者の承諾を得て、出納責任者を選任する
いずれの場合にも、候補者または推薦届出者は、出納責任者選任
届（Ｐ106参照）を選挙管理委員会に提出しなければなりません。
推薦届出者が出納責任者を決める場合（③④）には、さらに候
補者の承諾書を提出しなければなりません。
また、自分以外の人を出納責任者に選任する場合（②④）には、
選任者は、出納責任者が支出できる金額の最高額を定め、出納
責任者と共に文書に署名押印しなければなりません。

〔公職選挙法１８０条関係〕

s出納責任者に解任や辞任などの異動があったときは、出納責任
者の選任者は、すぐに出納責任者異動届（Ｐ107参照）を選挙
管理委員会に提出しなければなりません。推薦届出者が出納責
任者を解任した場合には、さらに候補者の承諾書を提出しなけ
ればなりません。 〔公職選挙法１８２条関係〕

s出納責任者が死亡したり病気で長期入院して職務が遂行できな
い場合などには、公職の候補者が代わって出納責任者の職務を
行うか、または職務代行者を選任しなければなりません。

〔公職選挙法１８３条関係〕

s選任届や異動届は、持参した場合とポストに投函した場合には、
選挙管理委員会が受理したときに届出があったことになります。
日本郵便株式会社（郵便局）の窓口に差し出す場合には、引受
時刻証明の取扱いを受けていれば、そのときに届出があったと
みなされます。 〔公職選挙法１８３条の２関係〕

出納責任者

罰則sＰ１８６
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ポイント s出納責任者は、会計帳簿を作成し、選挙運動に関するすべての
寄附・収入・支出を、会計帳簿に記載しなければなりません。
立候補準備のために支出したものでも、候補者や後に出納責任
者となった人が支出した分などについては、選挙運動費用とな
るため、出納責任者は、就任後すぐにその分の支出を会計帳簿
に記載しなければなりません。 〔公職選挙法１８７条関係〕

s出納責任者または出納責任者から文書による承諾を得た者以外
は、選挙運動に関する支出をすることはできません。ただし、
立候補準備行為、電話またはインターネット等による選挙運動
に要する支出は、第三者も出納責任者の承諾なく行うことがで
きます。 〔公職選挙法１８７条関係〕

s出納責任者以外の人が選挙運動のための寄附を受けたときは、
寄附を受けた日から７日以内に（出納責任者から提出を求めら
れたときはすぐに）、寄附者の氏名・住所・職業・金額・年月
日を書いた明細書を、出納責任者に提出しなければなりません。
出納責任者は、この明細書を受け取って保存するとともに、提
出のないときは提出を求めなければなりません。

〔公職選挙法１８６条関係〕

s出納責任者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出金
額・年月日・目的を書いた領収書を徴収しなければなりません。
ただし、自動券売機で購入した乗車券などのように通常は領収
書を発行しないような場合には、例外的に領収書を徴収しなく
てもかまいませんが、その場合には、その旨、金額、年月日、
目的を記載した書面を選挙運動費用収支報告書に添付して提出
しなければなりません。
候補者や出納責任者と意思を通じて支出した人は、領収書を徴
収したら、すぐに出納責任者に渡さなければなりません。

〔公職選挙法１８８条関係〕

ケース解説 s候補者が出納責任者選任届を提出する前に寄附を受けてよいか
候補者だけでなく、推薦届出者や選挙運動員についても、出納
責任者の選任届や異動届の提出をしたかしないかにかかわらず、
寄附を受けることはできます。
ただし、寄附を受けた日から７日以内に（出納責任者から提出
を求められたときはすぐに）、出納責任者に明細書を提出しな
ければなりません。

罰則sＰ１８６

選挙運動費用
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出納責任者選任届【様式と記載例】
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出納責任者異動届【様式と記載例】
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選挙運動費用



170

罰則 

投票に関する罪
投票の秘密侵害罪

投票干渉罪・氏名等認知罪

投票箱開披・投票取出罪

要件 

要件 

罰則 

要件 

罰則 

選挙事務関係者、立会人、監視者などが、選挙人が投票した候補者の
氏名を表示すること（その表示した氏名が虚偽である場合も含む）。

２年以下の禁錮、または30万円以下の罰金
〔公職選挙法２２７条関係〕

投票所や開票所において、正当な理由がなく選挙人の投票を指
示したり、勧誘するなど、投票に干渉すること。あるいは、候
補者の氏名を認知する方法を行うこと。

１年以下の禁錮、または30万円以下の罰金
〔公職選挙法２２８条①関係〕

投票箱閉鎖後は、開票管理者が所定の手続きによってこれを開
く以外には、いかなる者も開くことができないという規定を無
視して、投票箱を開いたり、投票箱から投票を取り出すこと。

３年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金
〔公職選挙法２２８条②関係〕

第8章

主な罰則一覧
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投票に関する罪

選挙人の虚偽宣言罪

不正投票罪

投票偽造・増減罪

要件 

罰則 

要件 

解説 

罰則 

要件 

解説 

罰則 

投票管理者は、投票しようとする選挙人が本人であるかどうか
を確認することができないときは、本人である旨を宣言させな
ければならないが、この場合に虚偽の宣言をすること。

20万円以下の罰金
〔公職選挙法２３６条③関係〕

選挙人でない者が投票をすること。あるいは、氏名を偽ったり、
その他詐偽の方法で投票したり、投票しようとすること。

選挙人でない者が投票する場合と、詐偽の方法で投票する場合とで

は、量刑が異なります。

１年以下の禁錮、または30万円以下の罰金（非選挙人）
２年以下の禁錮、または30万円以下の罰金（詐偽投票）

〔公職選挙法２３７条①②関係〕

投票用紙を偽造したり、投票数を増減すること。

選挙事務関係者、立会人、監視者などが本罪を犯した場合には、刑

が加重されます。

３年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金
５年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金
（選挙事務関係者などの場合） 〔公職選挙法２３７条③④関係〕
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